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通所介護事業所章仁苑センター 

通所介護及び第 1号通所事業重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者様に対して通所介護及び第 1号通所事業を提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方

が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

【１】事業者 

（１）法 人 名   社会福祉法人 章仁会 

（２）法 人 所 在 地    広島県三次市和知町１１８００番地２１ 

（３）電 話 番 号    ０８２４－６６―２７５５ 

（４）代 表 者 氏 名    理事長 佐竹 辰男 

（５）設 立 年 月   平成３年４月２日 

 

【２】事業所の概要 

（１）事業所の種類    通所介護事業所・・・・・平成１６年１２月０１日指定  

             第 1号通所事業所・・・・平成２９年０４月０１日指定 

広島県３４７１９００４７６号 

（２）事 業 の 目 的   通所介護事業及び第 1号通所事業 

（３）事業所の名称   通所介護事業所 章仁苑センター 

（４）事業所の所在地   広島県三次市和知町１１８００番地１８ 

（５）電 話 番 号  ０８２４－６５－３２１０ 

（６）管 理 者 氏 名   黒 田 正 之 

（７）当事業所の運営方針 

① 事業所の従事者は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、

ご利用者様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご利用者様のご家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図る。 

② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と

の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（８）開 設 年 月     平成１６年１２月１日 

（９）利 用 定 員     ４０人 

 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（広島県指定 第３４７１９００４７６号） 
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【３】事業実施地域及び営業時間 

 （１）通常の事業の実施地域  

三次市（三和町，作木町，布野町，君田町，甲奴町を除く） 

庄原市（西城町,東城町,口和町,高野町,比和町,総領町を除く）  

※ 送迎の都合により利用希望に添えない場合があります。     

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 月～土  (１月１日～１月３日を除く) 

営業時間 ８時３０分 ～ １７時３０分 

サービス提供時間 ９時２０分 ～ １５時４０分 

 

 

【４】職員の配置状況 

 （１）当事業所では、ご利用者様に対して指定通所介護、指定介護予防通所介護及び第 1号通所事

業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

１）主な職員の配置状況 

従業者の職種 人数 

管理者 1人 

介護職員 2人以上 

生活相談員 1人以上 

看護職員 1人以上 

機能訓練指導員 1人以上 

 

 

２）主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

管  理  者 勤務時間    ８：３０～１７：３０      常勤で兼務 

生 活 相 談 員 勤務時間    ８：３０～１７：３０      常勤で兼務 

介 護 職 員 
勤務時間     ８：３０～１７：３０      常勤で兼務 

８：００～１７：００    ※正規職員 

看 護 職 員 
勤務時間    ８：３０～１５：３０      非常勤で兼務 

※ 業務委託 含む 

機能訓練指導員  

 

【５】通所介護事業禁止事項 

  通所介護事業従事者はサービス提供にあたって、次の行為はおこなえません 

① 医療行為（ただし、看護職員がおこなう診療補助行為を除く） 

② 利用者または家族の金銭、預金通帳、証書、書類等の預かり。 

③ 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受。 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為。（ただし、利用者又は第三者等の身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑤ その他利用者または家族等に対しておこなう宗教活動、営利活動、その他の、迷惑行為。 
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【６】当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について。 

《通常規模型》 ６時間以上７時間未満 

要介護度 基本単位 介護保険料 
利 用 者 負 担 額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ５８４ ５,８４０円 ５８４円 １,１６８円 １,７５２円 

要介護２ ６８９ ６,８９０円 ６８９円 １,３７８円 ２,０６７円 

要介護３ ７９６ ７,９６０円 ７９６円 １,５９２円 ２,３８８円 

要介護４ ９０１ ９,０１０円 ９０１円 １,８０２円 ２,７０３円 

要介護５ １,００８ １０,０８０円 １,００８円 ２,０１６円 ３,０２４円 

  

《通所型介護予防サービス》 

サービス 

提供区分 

要支援１：介護保険料 １７,９８０円/月 要支援２：介護保険料 ３６,２１０円/月 

１割負担 ２割負担 ３割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 

利用者負担額 １,７９８円 ３,５９６円 ５,３９４円 ３,６２１円 ７,２４２円 １０,８６３円 

日割りとなる

場合 
５９円 １１８円 １７７円 １１９円 ２３８円 ３５７円 

 

《加算料金》 

１．サービス提供体制加算（Ⅰ） 

  介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の７０以上 または 勤続１０年以上

の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上の場合。 

 

要介護：円/回 要支援１：円/月 要支援２：円/月 

１割負担 ２割負担 ３割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 

２２円 ４４円 ６６円 ８８円 １７６円 ２６４円 １７６円 ３５２円 ５２８円 

 

２．介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

  介護職員の賃金改善を目的に算定した基本単位数の１０００分の９２に相当する単位数。 

 

３．科学的介護推進体制加算 

ご利用者様の個人情報を特定できない形式で情報を厚生労働省（科学的介護情報システムLIFE）

に提出しケアの質向上を行うことで算定。 

円/月 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

４０円 ８０円 １２０円 

 

 

（２）当事業所では、ご利用者様に対して以下のサービスを提供します。 

① 送迎 

ご利用者様の自宅から事業所まで送り迎えさせて頂きます。 

② 食事の提供 

契約事業所と連携のもと食べやすい食事の提供を行うとともに季節の食事などの提供をお

こなっていきます（ご飯、お粥、副食、お汁等） 

③ 入浴  

  入浴介助は行いません。 
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④ 排泄 

  ご利用者様の排泄の自立を促すため、ご利用者様の身体能力を最大限活用した援助を行いま

す。 

⑤ 運動等 

個別の訓練等はおこないませんが、集団での体操や脳トレなどのリハビリを行います。 

また、作業療法等として個別の作品作り等を行います。 

⑥ 健康チェック 

   介護士による検温、血圧測定を行い看護師と共同で体調管理を行います。 

⑦ 連絡帳 

   連絡帳により１日の様子、状態をお知らせします。 

⑧ 趣味活動 

    書道、手芸、折り紙、ビリヤード、カラオケ、各月の行事（お花見会、誕生日会）など、ご

希望によりさまざまな活動を行います。 

 

（３）当事業所でのサービス内容補足 

① 運動機能等・リハビリ（体操）などは基本料金に含まれます。 

② ご利用者様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただき、要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から

払い戻されます（償還払い）。また、償還払いとなる場合、ご利用者様が保険給付の申請を行う

ために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

③ 介護保険の給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご利用者様の負担額を変

更します。 

 

（４）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者様の負担となります。 

<対象外サービスの概要と利用料金>  

① 食事の提供（食費） 

ご利用時に提供する食事にかかる費用です。 

料 金 ：１食あたり６００円（非課税）（おやつ代を含む） 

食事時間：１２：００～１２：４０ 

当日、利用のキャンセルがあった場合には実費６００円（非課税）を徴収させてもらう場合が

あります。 

② レクリエーション材料費 

ご利用者様の希望により提供した場合、実費をご負担いただきます。 

③ 複写物の交付 

ご利用者様に提供したサービスについて記録を作成し、サービス終了から２年間保管すると共

に、ご利用者様または代理人の求めに応じて閲覧に供し、実費負担によりその写しを交付します。 

証明書類：１，０００円/枚（１０％税込み） 

コピー代：１０円（１０％税込み） 

④ おむつ代 

原則、おむつ等は必要な数量をご持参ください。 

尚、やむを得ずご持参したものが足りない場合、当事業所に用意しているものを使用させてい

ただき、実費を請求させていただきます。 

⑤ 日常生活上必要となる諸経費 
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日常生活品の購入代金等ご利用者様の日常生活に要する費用でご利用者様に負担いただくこ

と適当であるものにかかる費用の実費を負担いただきます。 

⑥ 交通費 

１）事業の実施地域外の地域に居住するご利用者様に対して送迎を行う場合は、通常事業の実施

地域を超えた地点から路程１キロメートル当たり３８円（１０％税込み）を負担いただきます。 

２）中山間地にお住まいの方の場合、送迎サービス加算として所定単位数の５/１００を加算す

る場合があります。ただし、上記（１）に該当する場合はその限りではありません。 

 

※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合、変更を行う１ヶ月前までにご説明いたします。 

 

 

 

【７】虐待の防止について 

ご利用者様等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発防止のために、次に掲げるとおり必要な

処置を講じます。 

 （１）虐待防止のための指針、マニュアルの整備を行います。 

 （２）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を行います。 

 （３）サービス提供中に、当該事業所従事者または養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合には、速やかに居宅介護事業所

及び三次市等へ報告いたします。 

 

 

 

【８】身体拘束について 

  原則としてご利用者様に対して身体拘束等を行いません。ただし、自傷他害等の恐れがある場合

など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶと考えられ、以下の（１）～（３）の

要件をすべて満たすときには、利用者に対して説明し同意を得たうえで、必要最小限度の範囲で身体

拘束等を行う場合があります。その際、態様および時間、ご利用者様の心身状況、緊急やむを得ない

理由、経過観察ならびに検討内容について記録し報告いたします。 

 （１）切迫性 

直ちに身体拘束等をおこなわなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶと

考えられる場合。 

 （２）非代替性 

身体拘束等以外に、代替えする介護方法がない場合。 

 （３）一時性 

利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体拘束

等を解く場合。 
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【９】利用料金のお支払い方法 

前記の料金・費用は、月初めに前月分の請求をいたしますので、その月の１５日までにお支払いく

ださい。お支払いいただきますと、領収書を発行致します。 

お支払方法は、現金支払い、振込（広島銀行・ゆうちょ銀行・ひろしま農業協同組合）及び自動引き

落としの３方法があります。なお、振込手数料は、ご利用者様でご負担ください。 

 

・ゆうちょ銀行 

普通預金（ 口座番号１５１８０－２２５８４９０１ ） 

口座名義：社会福祉法人章仁会 理事  佐竹 辰男 

自動引き落とし手数料１０円（１０％税込み） 

 

・ひろしま農業協同組合 

三次東支店 普通預金（ 口座番号００２６４９１ )  

口座名義：社会福祉法人章仁会 理事  佐竹 辰男 

自動引き落とし手数料５５円（１０％税込み） 

 

 ・広島銀行 

   十日市支店 普通預金（ 口座番号１０４５７２０ ） 

口座名義：社会福祉法人章仁会 理事  佐竹 辰男 

自動引き落とし手数料５５円（１０％税込み） 

 

 

 

 

【１０】利用の中止、変更、追加 

（１）利用予定日の前に、ご利用者の都合により、指定通所介護・指定介護予防通所介護及び第 1

号通所事業の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができま

す。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

（２）サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者に提示して協議します。 

（３）健康上の理由による中止。 

① 風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

② 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止することがあり

ます。その場合、ご家族にご連絡の上、適切に対応します。 

③ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族

に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治医に連絡を取る等必要な

措置を講じます。 
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【１１】 緊急時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにご利用者の主治医、救急隊、緊急時連

絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。 

主治医 

病      院     名   

及 び  所 在 地 

 

 

 

氏     名 
 

 

電 話 番 号 
 

 

緊急時連絡先（家族

等） 

氏名（続柄）                （   ） 

住 所  

電 話 番 号 
 

 

緊急時連絡先（家族等） 

氏名（続柄） （   ） 

住 所  

電 話 番 号 
 

 

 

 

【１２】 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画にのっとり対応を行います。 

避難訓練及び防災設備 
年２回避難訓練を行います。 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 
三次消防署への届出日：平成３０年 ６月 １日 

防火管理者：中岡 史生 

 

 

【１３】苦情の受付について 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

○ 苦情受付窓口責任者    生活相談員    黒田 正之 

    ○ 受 付 時 間        毎週月曜日～土曜日（１月１日～１月３日を除く） 

                     ８：３０～１７：３０ 

 

また、苦情は面接、電話、書面等により苦情受付責任者が随時受け付けします。尚、苦情受付ボ

ックスを１階に設置しています。         
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＜道府県運営適正委員会の紹介（介護保険事業者は、国保連。市長村も紹介）＞ 

本事業所で解決できない苦情は、広島県社会福祉協議会に設定された運営適正委員会に申し立

てることができます。 

 

   

【広島県社会福祉協議会】       

  住所：広島市南区比治山本町１２－２ 

  電話：（０８２）２４５－３４１９   FAX：（０８２）２５０－５１５５ 

 

 

【広島県国民健康保険団体連合会】 

  住所：広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館  

   電話：（０８２）５５４－０７８３ FAX：（０８２）５５１－９１２０ 

 

【三次市福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係】 
   住所：広島県三次市十日市中２丁目８―１ 

    電話：（０８２４）－６２－６３８７ 

 

  【庄原市 高齢者福祉課 介護保険係】 

住所：広島県庄原市中本町１丁目１０―１ 

電話：（０８２４）－７３－１１６７ 
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苦 情 解 決 に 向 け て 

 

 社会福祉法第 82 条の規定により、社会福祉法人章仁会が提供する福祉サービスに対する苦情に適

切に対処するため、次のとおり苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を定めました。 

 尚、苦情解決の方法は４の通りです。 

 

 １．苦情解決責任者   

   法人事務局                  事務局長  原 田  裕 司 

 

 ２．苦情受付担当者 

   通所介護事業所章仁苑センター         管理者   黒 田  正 之      

 

 ３．第三者委員 

        三次市和知町２２８３          

          ℡ ０８２４-６６-２７４９    氏 名   畠 上  耕 治 

 

        三次市三若町３８５-１         

          ℡ ０８２４-６９-２０２６    氏 名   桑 田  誠 子 

 

 ４．苦情の解決方法 

  （１）苦情の受付 

     苦情は面接、電話、書面等により苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委 

    員に直接申出ることもできます。 

  （２）苦情の受付の報告・確認 

     苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三 

    者委員への報告を拒否した場合を除く。）に報告致します。 

     第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

  （３）苦情解決のための話合い 

     苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話合い、解決に努めます。その際、苦情 

    申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

     尚、第三者委員の立会いによる話合いは、次の通り行います。 

    ア 第三者委員による苦情内容の確認 

    イ 第三者委員による解決案の調整・助言 

    ウ 話合いの結果や改善事項等の確認 

  （４）都道府県運営適正化委員会の紹介（介護保険事業者は、国保連合会、市町村も紹介） 

     本事業所で解決できない苦情は、広島県社会福祉協議会に設置された運営適正委員会等 

    に申し立てることができます。 

     連絡先は重要事項説明書の「【１３】苦情の受付について」をご参照下さい。 
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介護・利用情報の提供および個人情報の取り扱いについて 

当事業所は、ご利用者様の皆様への説明と納得に基づくサービス提供、および個人情報の保護

に積極的に取り組んでおります。  

 

１、個人情報の内容 

◆ 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者が通所介護サービス及び介護予防通所介護サ

ービスを行うために必要な、利用者やその家族の個人に関する情報で特定の個人が識別され、ま

たは識別されうる情報をいいます。 

 

２、使用する期間 

◆ 契約開始時から、契約終了時まで。 

 

３、使用の目的及び使用の同意 

下記の同意欄に☑を記入した項目については個人情報の使用に同意します。 

 

同意 不同意 

□ □  通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスの提供を行うにあたって、介

護支   援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議に

おいて、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

□ □  介護サービス事業者が介護保険法に関する法令に従い、通所介護サービス及び

介護予防通所介護サービスを円滑かつ適正に実施するために定期的に開催する職員会

議等において必要な場合。 

□ □  サービス利用開始に伴い外部の医師等の意見・助言を求める場合。 

□ □  テレビ・新聞取材などにより本人が特定されるような映像の放映・掲載等、事業

所広報誌、行事記録を目的としたビデオ・写真撮影及び放映・掲示を行う場合。 

□ □  体調の急変やけが等により救急搬送や病院受診が必要な場合で救急隊員、受診

先医療機関の医師および看護師、関係する職員に説明を行う場合。 

□ □  行政機関において必要な場合。 

□ □  外部監査機関、評価機関等への情報提供や損害賠償保険などに係る保険会社等

への相談または届出等において必要な場合。 

□ □  審査支払機関へのレセプトの提出、照会への回答等の保険事務。 

□ □ 介護職等の研修・養成の目的で、介護専門職等の学生等が、介護などに同席する場

合。 

 

 

４、使用の条件 

同意をいただいた個人情報に関しても提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外

の者に漏れることの無いように細心の注意を払います。 

   個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録します。 

   利用者及びその家族より、個人情報の開示、訂正、使用停止及び消去の請求があった場合に

は、法令に基づき速やかに対応いたします。 
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指定通所介護・指定介護予防通所介護及び第１号通所事業の提供の開始に際し、本書面に基づき重

要事項の説明を行いました。 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

 

 

事業者         住 所   三次市和知町１１８００番地２１ 

            法 人 名   社会福祉法人章仁会 

     事業者 名  通所介護事業所 章仁苑センター 

事業所番号  ３４７１９００４７６号 

                代 表 者  理事長  佐  竹  辰  男    印 

 

説明者         職   名  生活相談員          

 

氏   名  黒田 正之      印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護･指定介護予防通所介護

及び第１号通所事業の提供開始に同意しました。 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

 

ご利用者         住   所                               

 

氏   名                                 印 

 

  

代理人（選任した場合）    住   所                     

 

                氏   名                   印  

 

 

 

 

 

 


